
          「わが村運動活動助成募集要領」について
－「わが村は美しく－北海道」運動参加団体の活動への支援－

令和3年に限り、募集開始日が9月以降となるため、適宣期間を設定します。

（特別会員入会についてはP5を参照の事）





特定非営利法人

わが村運動活動助成事業のフロー図

【助成対象活動】

わが村運動の推進に寄与する以下の活動を支援する。

〇定款第4条(非特定営利の種類）及び第5条(事業）

に定める範囲内において団体の活動を支援します。

〇助成対象活動は、コンクール応募用紙に記載され

ていなくても、わが村運動の趣旨に合致すると認め

られる活動を対象とします。

【助成対象】

わが村運動に参加(コンクールに応募)した団体の内、当NPO

法人の特別会員として入会している団体としています。ただ

し、行政機関が構成員の主体となっている団体活動について

は、助成対象としません。

【助成額】

1団体当たり1件、10万円を限度として選考により助成。

【応募告知】

（1月上旬）

【申請期間】

（1月上旬から3月31日迄）

【申請内容の審査】

（４月上旬から４月中旬）

【助成団体の選考】

（４月下旬から５月上旬）

必要に応じ追加資料依頼及びヒヤリング等を実施

【助成決定通知書】の送付

（５上旬から５月中旬）

【承諾書】又は【辞退届】の提出

（提出は受領後1週間以内）

【助成金交付】

（交付は受領後30日以内）

【助成活動の実施】

（採択後から翌年3月31日迄）

【わが村運動活動完了報告書】

（助成対象活動完了概ね1 月以内に提出）

【助成活動発表会・懇談会、フォーラム等での助成活動報告の実施】

【採 択】 【不 採 択】

助成期間中において、活動状況に関するアンケート

や現地調査を実施する場合がある。

(採択、不採択の両方に通知書を送付）

３



（参考：定款第4条、第5条）

４



助成金の使途は、わが村運動活動に必要な経費に限ることとし、以下を参照としてください。

５

【特別会員入会について】

※助成を受けるためにはＮＰＯの特別会員になっていただく必要があります。
まだ特別会員になっていないときには、「助成申請書の（様式１－２）」にあります
「特別会員入会の有無」の欄にある□入会希望（無償）にﾁｪｯｸを入れ提出して頂けれ
は入会が完了します。
　なお不明な点がある場合については問い合わせをお願いいたします。

事務局　NPO法人　わが村は美しく－北海道
　　　　担当　工藤、福島


